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1. 管理執行体制 

(1) 執行体制 

指定管理者の業務となる「横浜市物流等関連施設」（以下「施設」という。）の管理運営について

は、次の体制で業務を執行するものとします。 

 

＜執行体制図＞ 

（令和 6 年 4 月現在） 

・総務、給与

・会計、使用料収納

・総合調整窓口

・使用許可（在来施設）

・利用調整（在来施設）

・災害時等の連携

・施設及び設備の維持管理

代
表
取
締
役
社
長

総務部 総務課

経理課

常
務
取
締
役

運営部 埠頭経営課

技術部 施設課

運営課
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(2) 事故発生時における体制     

緊急時の対応については、以下のフローにより対応することとします。 
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(3)緊急連絡体制表     

 

 

2．指定管理業務計画書 
(1) 年間業務計画 

基本協定書に基づき、業務を執行するとともに、効率的に施設を運営していくために、以下の

点を重点的に業務を進めていきます。 

 

① 横浜港の利用促進に向けて 

現在、横浜港では国際競争力のある港づくりに向け、コンテナ取扱機能強化や自動車取扱機能

強化、山下ふ頭再開発等ふ頭再編にむけた取組が進行しています。 

当社は、横浜港内の在来貨物物流施設の一元管理を行うことで、各ふ頭再編の取組に寄与して

まいります。 
特に、 

・大黒ふ頭の自動車貨物取扱機能強化に向けた、荷さばき地の移転配置検討 
   ・本牧ふ頭のＡ突堤ロジスティクスパーク事業に伴う利用者の利便性向上に向けた調整 

・新本牧ふ頭の整備やＤ５ターミナル再整備等に向けた D 突堤内の車両動線等の調整 
・横浜港内で港湾局等が実施する大規模工事に伴う利用者への影響の最小限化 
について、利用者、港湾局及び横浜川崎国際港湾㈱と連携を図りながら実施し、在来貨物取扱施

設の効率的な管理、その利用促進を図ります。 
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② ふ頭内交通対策について 

    本牧ふ頭、南本牧ふ頭、山下ふ頭及び大黒ふ頭等ふ頭内のトレーラー、トラック及び関係車両

の走行の支障となる路上駐車の減少を目指し、またトレーラーの一般公道での車列を減少させる

よう港湾局、関係団体と調整を行いながら、安全なふ頭内道路管理を行っていきます。 
       

③ 管理施設の維持管理について   

これまで港湾施設の管理運営を長く手掛けていることから、港湾施設利用者の利用形態やニー

ズを正確かつ適切に把握しており、これらの経験の蓄積を元にそれぞれの利用者に対応した維持

管理を心掛けていきます。 

＜計画概要＞ R06 R07 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

１．使用許可等に関する業務             

施設使用許可申請受付 … … … … … … … … … … … … 

施設の利用実績取りまとめ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

２．施設および設備の維持管理に関する業務             

小破修繕 … … … … … … … … … … … … 

各種設備の保守点検 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

３．施設の運営に関する業務             

ふ頭内調整業務 … … … … … … … … … … … … 

施設の巡回業務 … … … … … … … … … … … … 

上屋・道路・事務所の管理業務 … … … … … … … … … … … … 

門衛・誘導・清掃業務 … … … … … … … … … … … … 

ふ頭内植栽等管理業務 … … … … … … … … … … … … 

緊急時の対応業務 … … … … … … … … … … … … 

４．その他の業務             

（１）食品販売届について … … … … … … … … … … … … 

（２）電子申請の普及啓発 … … … … … … … … … … … … 

（３）港湾情報システムに関する業務 … … … … … … … … … … … … 

             

ハラスメント研修  ●           

個人情報保護研修  ●           

法令関係研修   ●    ●      

経理研修    ●         

人権啓発研修        ●     

指定管理等業務基礎研修        ●     

在来貨物研修         ●    
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(2) 直営業務及び外部委託予定     

仕様書項目の主たる業務区分については次のとおりです。  
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(3) 防犯・防災対策   

  管理施設等※において、風水害・都市災害・地震災害等によって生じる影響が最小限となるよう、 

災害時における体制を構築し、減災に向けての活動を次のとおり行って参ります。 

※管理施設等：管理施設、管理設備、管理物品 

 

①災害時の対応 

管理施設等に災害が発生する恐れがある場合等には、当社作成の「防災計画」に基づき災害

対策本部を設置し、危険箇所の早期発見を行い、応急措置や復旧に向けて迅速かつ適切な対応

をとります。 

（防災体制） 

体制 配備 配備基準 対象役員及び対象社員 

災
害
対
策
警
戒
本
部 

第 1 号配備 

1.風水害等 

(1)警報等が発令された場合 

(2)京浜港台風対策協議会で警戒体制になり、関

係機関との調整の結果、警戒体制が必要と判断

した場合 

(3)大雪注意報が発令され、対応が必要と認めら

れる場合 

2.地震災害 

震度 5 強（臨海部以外） 

3.都市災害 

管理施設の被害が見込まれる場合 

4.その他 

 副本部長（総務課長）が必要と認める場合 

総務課長、庶務係長 

運営課係長、 

技術部係長 1 名 

北部・南部管理事務所長 

埠頭経営課 社員 2 名 

第 2 号配備 

(1)風水害・都市災害等により、管理施設におい

て災害が発生した場合 

(2)その他本部長（総務部長）が必要と認めた場

合 

総務部長、第 1 号配備社員、運営

課長、施設課長、埠頭経営課長、

経理係長、技術部係長 1 名、総務

課社員 2 名、運営課社員１名、埠

頭経営課社員 2 名、技術部社員 2

名 

災
害
対
策

本
部 

第 3 号配備 

(1)震度 5 強（臨海部：臨海 6 区） 

(2)複数の管理施設に被害が発生した場合 

(3)その他本部長（社長）が必要と認めた場合 

全役員及び全社員 

*上記体制のほかに震度 4の地震が観測された区に所在する施設の点検を、地震後最初の勤務時

において実施します。 

*震度 5 弱の地震が発生した際には北部・南部管理事務所長及び埠頭経営課 社員 2 名が参集

し点検を実施します。 

 

②気象災害への対応   

弊社は気象情報サービス会社と契約し、気象状況の変化について情報収集できる体制を整え

ているほか、港湾施設利用者への周知方法として、FAX や電子メール、X(旧 Twitter)を活用し

た緊急時の情報伝達体制も整えております。 
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特に平成 25 年度の大雪を契機に港湾局・大黒ふ頭連絡協議会と「大黒ふ頭の降雪時の対応」

について役割分担を決定し、当社は降雪時の車両誘導や帰宅困難者について準備態勢を整えま

した。運用面では、冬季の降雪対策として落雪による貨物への被害を避けるため、荷捌き地の

一部を利用中止区域に設定し、その間の代替地の提供や利用者調整を行うことで、利用者に不

利益が発生しないよう努めました。本年度も引き続き、物流への影響を最小限にした対応を行

ってまいります。 

 

③日常の対応    

日常業務として社員が行う巡回で、防災上問題になりそうな事項はないかチェックし、被害

の未然防止に努めます。 

また、港湾局、消防署、警察署及び関係団体等と合同で安全パトロールを定期的（1～2 回/2

ヶ月）に実施し、施設の不良箇所等の早期発見に努めるとともに、ユーザーからの要望や課題

について適切に対処していきます。 

 

(4) 要望対応方針 

これまでの指定管理期間にアンケート調査で抽出された利用者からの要望について、小破修繕や業

務見直しなど当社が対応できるものに関し、適宜対応を行ってまいりました。 

また、老朽化による施設の大規模修繕等、施設所有者の対応が必要なものについては、適時に港湾

局へその要望等を伝えて、長期的な観点から施設利用者の利便性や効率が向上するよう努めてまいり

ます。 

こうしたアンケート調査に加え、管理施設等の利用者と定期的に開催する会議や施設の巡回等を通

して、利用者からの要望等を直接聴取しています。いただいた要望については港湾局各所管と迅速に

協議を行い、利用者と十分に調整のうえ対応することで、効率的な施設の活用を推進していきます。 

 

(5) 研修計画    

施設を効率的に運営するために必要な知識並びに関係法令に関し、必要な実務研修を実施していき

ます。 

令和６年度研修（予定） 

研  修  名 研修時期 回数 対象者 

指定管理等業務基礎研修 11 月 1 実務者 

在来貨物研修 12 月 1 実務者 

危機管理研修 9 月 1 全社員 

個人情報保護研修 5 月 1 全社員 

人材育成研修 9 月 1 全社員 

人権啓発研修 11 月 1 全社員 

ハラスメント研修 5 月 1 全社員 

経理研修 7 月 1 全社員 

 



8 
 

(6)その他（催事関係）    

  ふ頭内における催事等については、主催者と綿密な打合せを行い、各ふ頭の関係団体や施設利用者

へ情報提供及びふ頭内施設利用の調整を図り、対応していきます。主な催事関係は次のとおりです。 
令和６年度主な催事関係（予定） 

内   容 対象エリア 実施時期 
横浜開港記念みなと祭 国際仮装行列 山下ふ頭 等 5 月 
2024 ワールドトライアスロン・パラトライアスロン

シリーズ横浜大会 
山下ふ頭 等 5 月 

横浜マラソン 2024 山下、本牧ふ頭等 10 月 
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3.指定管理業務に係る当該年度の収支計画書 

 

 

令和 6 年度 物流等関連施設管理運営事業 事業計画書 

単位:千円 

科目 予算額 

1.指定管理収入 608,265 

2.利用者収入（共益費） 4,053 

収益合計 612,318 

 

単位:千円 

科目 予算額 

1.埠頭経営課費用 244,783 

（1）警備委託費 126,806 

（2）清掃委託費 97,253 

（3）その他委託費 14,047 

（4）管理者賠償責任保険料 6,677 

2.施設課費用 225,500 

(1)土木 42,000 

① 修繕費 42,000 

(2)建築 99,000 

① 修繕費 99,000 

(3)機械 10,000 

① 修繕費 10,000 

(4)電気 74,500 

① 修繕費 74,500 

3.一般管理費等経費 26,535 

4.人件費 115,500 

費用合計 612,318 
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4.自主事業の事業計画書及び収支計画書 

当社では物流等関連施設の管理運営に関する基本協定書第 64 条の規定に基づき、貴市と協力の

上、同協定書第 58 条第１項の規定に基づく自主事業として、大黒ふ頭における荷さばき地の拡張

整備及び管理運営に関する事業を実施しています。 
詳細につきまして、別添自主事業計画書をご参照ください。 

 
5.最後に    

現在横浜港では、新本牧ふ頭の整備、Ｄ５ターミナルの再整備や本牧ふ頭Ａ突堤ロジスティック拠

点の形成を中心とした本牧ふ頭の再編強化事業、大黒ふ頭における自動車貨物取扱機能の強化等、各

ふ頭で再整備工事やコンテナターミナルの再編が同時進行しています。 

このような状況の中、当社は、横浜港の一層の国際競争力強化を図るため、横浜港における在来施

設を一元的に管理し、その利便性の向上を推進しております。また、利用者ニーズに迅速に対応する

ため現場事務所を配置し、「現場力」を活かした港湾施設運営に取り組んでいます。 

令和６年度は、完成自動車について前年度と同水準の荷動きが期待されるものの、主要な利用者で

ある自動車(トラック)メーカーの経営統合や EV シフトの進展等が貨物量の推移にどの程度影響を与

えるのか見通せない状況です。こうした状況においても、これまで当社が横浜港の港湾施設の管理運

営に励んできた経験と実績の活用及び各ふ頭の関係団体との連携を強化し、第四期指定管理期間も引

き続き利用者目線の柔軟な施設運営を積極的に行います。 

併せて、公の施設を管理運営する責任の重さを十分認識し、公益的使命を担う企業として、財務面

や組織面など経営基盤の強化に努め、横浜港の国際競争力強化に寄与していきます。 








